【移動支援事業単価表】
別表第２（第31条の２）
１　基本単価
（単位　円）
	所要時間区分
	基本単価（１回当たり）

	
	個別支援型
	グループ支援型

	
	身体介護を伴う場合
	身体介護を伴わない場合
	

	～0.5時間
	2,540
	1,040
	個別支援型で算出した金額に次の支援者と利用者との比率区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じた額

	～1.0時間
	4,020
	1,950
	

	～1.5時間
	5,840
	2,730
	

	～2.0時間
	6,670
	3,430
	

	～2.5時間
	7,500
	4,130
	(１)　１：２　100分の70
(２)　１：３　100分の60
(３)　１：４　100分の50
(４)　１：５以上　100分の40

	～3.0時間
	8,330
	4,830
	

	以降0.5時間毎に加算
	830
	700
	


２　時間帯加算
（単位　円）
	時間帯区分
	加算額

	早朝（午前６時から午前８時まで）
	基本単価の100分の25に相当する額

	夜間（午後６時から午後10時まで）
	

	深夜（午後10時から午前６時まで）
	基本単価の100分の50に相当する額


備考
１　この表において「身体介護」とは、歩行、移乗、移動、排せつ等の介護をいう。
２　時間帯が複数ある場合は、通院等介助における算出方法に準拠する。
３　小数点以下は、四捨五入とする。
【日中一時支援事業単価表】
別表第３（第47条の２）
（単位　円）
	サービス種別
	提供時間
	区分１
	区分２
	区分３
	遷延性意識障害者等
	重症心身障害者等
	加算

	身体障害者等日中一時
	４時間以下
	1,790
	1,590
	1,510
	3,380
	
	低所得の利用者への

	
	４時間超６時間以下
	2,980
	2,650
	2,510
	5,630
	
	

	
	６時間超８時間以下
	4,170
	3,710
	3,510
	7,880
	―
	食事提供：420

送迎

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	８時間超
	5,360
	4,770
	4,510
	10,140
	
	

	知的障害者等日中一時
	４時間以下
	1,770
	1,590
	940
	3,380
	4,860
	

	
	４時間超６時間以下
	2,950
	2,650
	1,560
	5,630
	8,090
	（片道）：540


	
	６時間超８時間以下
	4,130
	3,710
	2,190
	7,880
	11,330
	

	
	８時間超
	5,320
	4,770
	2,820
	10,140
	14,570
	

	精神障害者等日中一時
	４時間以下
	1,580
	―
	―
	

	
	４時間超６時間以下
	2,630
	
	
	

	
	６時間超８時間以下
	3,680
	
	
	

	
	８時間超
	4,730
	
	
	


備考
１　この表において「区分」とは、次の障害の程度に応じ、当該各号に定めるものとする。
　(１)　区分１　食事、排せつ、入浴及び移動のうち、３つ以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度若しくは著しい行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度
　(２)　区分２　食事、排せつ、入浴及び移動のうち、３つ以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度若しくは行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度
　(３)　区分３　前２号に該当しない程度
２　障害支援区分認定調査票における行動関連項目（平成18年厚生労働省告示第543号に規定する行動関連項目）の合計点が13点以上の者（ただし、行動関連項目の３－３、３－４、４－７、４－16及び４－19から４－25までの内、２点と認定された項目が１以上ある者に限る）を受け入れた日中一時支援事業者に対し、１日につき4,720円を所定額に加算する。
３　小数点以下は、四捨五入とする。
